延岡市協働・共汗林業用施設整備事業協定書
　延岡市（以下「甲」という。）と　　　　（以下「乙」という。）とは、林道 　　　線において実施する延岡市協働・共汗林業用施設整備事業について次のとおり、協定を締結するものとする。

（趣　旨）

第1条 本協定は、延岡市協働・共汗林業用施設整備事業実施要領に基づき、

甲と乙とが協働・共汗して実施する延岡市協働・共汗林業用施設整備事業（林道 　　　　線）（以下「本事業」という。）について、必要な事項を定めるものとする。
（対象区間及び工事）

第2条 本事業の対象区間は、林道 　　　　線のうち、別図に示す区間とする。

（条　件）
第3条 市から支給される原材料や製品等、貸し出される機械や器具について
は本事業にのみ利用し、外に流用、利用してはならない。
（２）本事業は、令和　年　月　日までに完了しなければならない。

　（３）本事業で支給された原材料や製品等の使途、その他について適当で
ないと認めた時は本事業をとりやめ、支給品等の全部又は、一部の返還
を命ずることがある。
（事業計画書）

第４条　甲と乙とは、本事業を実施する前に協議し、次に掲げる事項につい
て記載した事業計画書（様式４号）を作成するものとする。

1 　事業期間

2 　甲及び乙の現場担当者氏名及び緊急連絡先

3 　事業に必要な原材料等の種別及び数量

4 　事業に必要な機械等の種別及び数量
5 　乙に属する者のうち事業に従事する者の名簿
6 　安全対策
7 　機械等を扱うために必要な技術者と免許等の写し
（土地使用の承諾）
第５条　乙は、本事業の影響を受ける土地に私有地が含まれる場合は、施工
承諾書（様式5号）を取得するものとする。
（施工管理）

第６条　甲及び乙は、本事業の実施に際し、安全対策に万全を図り、事故の
防止に努めなければならない。
２　甲及び乙は、本事業の実施について緊密に連携・協力し、前条に定める事業計画書に従い実施するものとする。

（計画の変更）
第７条　乙は、本事業の実施に際し、事業計画の変更の必要が生じた場合は、
あらかじめ、甲と協議のうえ、変更の事業計画書を作成するものとする。
（完了確認）

第８条　甲及び乙の現場担当者は、本事業完了後、双方立会のもと現地を確認
し、乙は甲へ事業完了報告書（様式6号）と状況写真（作業前・作業中・作
業完了後）を提出するものとする。

（事業実施中の事故等）

第９条　本事業の実施に伴う事故については、甲の加入する「全国市長会」
市民総合賠償補償保険を適用するものとする。
２　本事業の実施に伴う、乙と第三者との紛議については、甲は乙に対し、
紛議の解決に協力するものとする。

（協定の解除）

第１０条　乙が、本協定に定める事項に違反したときは、甲は、本協定を
解除することができるものとする。

（疑義の処理）

第１１条　本協定に定めのない事項または疑義が生じたときは、甲及び乙で
協議して定める。
　以上、協定の証として本書２通を作成し、各々記名押印し、各自１通を保有するものとする。

令和　　年    月　　日

甲　住　　　所　延岡市東本小路２番地１

　　　　　　　　延岡市
　　氏　　　名　延岡市長
乙　住　　　所　
　　団　体　名　
　　代表者氏名　
別紙　様式3号（第6条関係）
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